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円を6回、446,400円を9

回、250,000円を5回、101,

200円を7回で納付する

申請をしました。

建築板金業のAさんは、

「春仕事が見通せなかっ

たので4月、5月の納付額

を少額にすることで資金

繰りが楽になりとても助

かった。」と喜んでいます。

Bさんは、「申請書の作

成も民商の学習会に出る
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ことで難しいと感じるこ

とはなかったし、申請時

は税務署員からも中間納

付があるのでこの時期は

納付額を減らしたらどう

かといった趣旨の指導も

受けるなど、対応は極め

て親切だった。」

Cさんは、「以前は単な

る分納だったけど、申請

型の制度で延滞税が減額

されるので救われる。」と

話しています。

申請した4人は、「書類

はそれほど難しくないし、

税務署の対応も親切だっ

た。」「一括納付が困難な

ら、経験した私でも教えら

れるので、臆せずに申請

型の換価の猶予制度を使

いましょう。」と呼びかけ

ています。

ました。 山本さんは、空

き店舗を利用した支援事

業の利用も考えましたが、

居酒屋用の調理場が備え

られる空き店舗が見つか

らず未だ事業再開に至っ

上越民商第53回定期総会の日程が決

まりました。 代議員定数や、常任理事

等の役員定数については既に各支部長

に通知がされておりますので、各支部で

は定期総会に向け、支部総会を開催して

下さい。

■日時 6月25日（日） １３：００開会

■会場 やすね（上越市

■流れ 民商総会→記念講演→共済総会

■懇親会費 6,000円

■代議員定数・役員定数については、各

支部長にご確認ください。

申請をした4人は、建築

2人、建築板金1人、美容1

人で、それぞれ520,100

ていません。 現在は年

金収入と、ホテルの朝食

まかないの仕事で生計を

立てている状況という事

で、「皆様方からの見舞金

はとてもありがたく助か

ります。」と深々と頭を下

げていました。

募金は、熊本県連と熊

本民商から各10万円、石

川県連から13,285円、十

日町民商から2万円が寄

せられ、上越民商では104

人の会員などから152,71

5円が寄せられました。

皆様のご協力に感謝申

し上げます。

上越民商は5月6日、こ

の間寄せられた糸魚川大

火への見舞金（総額386,

000円）を被災会員の山

本和雄さん（居酒屋）と、

商工新聞読者2人に届け

の拡大目標は「読者３１人」

「会員12人」「共済会員8

人」「婦人部員と青年部員

各1人」です。（5/10現在）

この間、岩沢副会長が

仕事つながりで建具屋さ

んに新聞拡大。 遠藤常

任理事は、元会員の塗装

屋さんに読者拡大。さら

に青木局員と一緒に元会

員の飲食店を訪問し、再

入会してもらう行動を行

なっています。 地方別

活動交流会まであとわず

かですが、全会員の皆さ

んの力が一つになれば

達成できる目標値です。

安倍首相の9条改憲発

言や共謀罪法案・国税通

則法改悪、倉敷民商弾圧

事件はじめ社会保険加入

等での制裁行政など権力

による国民統制を跳ね返

し、中小業者の営業・生活

を守るためにも、仲間を

大きく増やしましょう。

民商の活動をしてもら

い、入会や新聞購読につ

なげようと、全商連が作

成した商工新聞の号外配

布が各支部で取り組まれ

ています。

頸北支部は4月27日に

吉川区原之町周辺に号外

と「住宅リフォーム・商店

版リニューアル」チラシ

をセットで80部配布しま

した。 同行動は、城西・

城東・城北・春日・直東・糸

魚川の各支部で取り組ま

れ、現在820枚が配布さ

れている他、全会員に2

部づつ渡す活動も進行

中です。 号外を使って、

読者を増やして下さい。

消費税を一回で納付するのが困難だと、4人の会員が3月29日から31日にかけ

て「換価の猶予」の申請を行ったところ、4月17日付で4人全員に許可通知が届き、

これで資金繰りがひとまず安心。仕事に集中できると喜ばれています。

地方別活動交流会まで

見舞金を届け、懇談する左から上野会長、山本和雄さん夫妻、宮

沢文雄糸魚川支部長＝5/6山本さん宅

号外を配る頸北支部の役員


